
Ⅱ 農業の振興 
 

１ 農業振興の基本方針 「第２次さっぽろ都市農業ビジョン」  
 

札幌市の農業は、明治の開拓初期から今日に至るまで、寒冷地農業の技術拠点として、

常に北海道の農業において重要な役割を担ってきました。現在は、大都市の有利性を活

かし、野菜や花きなどの集約的な栽培を中心とする農業へと転換を図り、市民に対する

新鮮かつ良質な農産物の供給のほか、良好な環境の保全や食に対する学習の場の提供な

ど多面的な機能を担っています。 

本市では、平成 18 年に「さっぽろ都市農業ビジョン」を策定し、「次世代の市民に

引き継ぐさっぽろ型農業の確立」を目指して、中核的な農業者の育成や環境保全型農業

の実践による新鮮で安全・安心な農産物の提供、幅広い市民を対象とした食農教育に取

り組んできました。 

しかしながら、農業者の減少や高齢化が深刻さを増す中、国の農政改革などによって

農業を取り巻く情勢が大きく変化しています。 

そこで、平成 25 年に策定した札幌市の今後 10 年間のまちづくりの基本方針である

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」などの計画を踏まえながら、これからの 10 年間の

札幌の農業を展望し、基本的な方向性を示す計画として平成 29 年 1 月に「第２次さっ

ぽろ都市農業ビジョン」を策定しました。 

なお、現行の「第２次さっぽろ都市農業ビジョン」は令和７年度までの計画であるこ

とから、現在、令和８年度中の策定を目指し、第３次さっぽろ都市農業ビジョンの取り

まとめを行っています。 

 

【基本的な方向】 

Ⅰ 意欲ある多様な担い手が輝く「さっぽろ農業」の実現  
○ 地域農業を支えていく中核的な担い手の経営改善や、新規就農者の育成、さらに

は農業に関心の高い企業や団体など意欲ある多様な担い手の育成に努めます。 

○ 担い手へ農地を集積、集約するほか、市民の農的体験活動の場や、環境保全、景

観形成などの農業・農地の持つ多面的な機能が維持できるよう、地域性を考慮した

農地の保全と活用を図ります。 

  

Ⅱ 市民に信頼される持続可能な「さっぽろ農業」の実現  
 ○ 大消費地を抱える都市農業の優位性を活かし、市民ニーズに即応した農産物の生

産や流通、販売の確保、食関連企業との連携による加工品開発などを進めることに

より農業経営の安定強化を図ります。 

 ○ より新鮮・安全・安心な農産物の供給による市民との高い信頼関係づくりに努め、

市民との協働による持続可能な地域農業の振興を図ります。 

 

Ⅲ 市民の農ある暮らしにつながる「さっぽろ農業」の実現  

○ 市民の農業への理解や関心を高めるため、市民と農業者との交流や相互に情報交

換できる機会の確保に努めます。 

○ 市民が農業を身近に感じられるよう、地域の農業・農地の持つ多面的な機能や風

土特性などを活かし、豊かな農ある暮らしを実現するため、様々な農的活動の機会

の提供やそれらをサポートする人材の確保に努めます。 
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２ 「第２次さっぽろ都市農業ビジョン」の実現に向けた取組み  

 

 「第２次さっぽろ都市農業ビジョン」は、概ね 10 年後を見据え、前計画と同様に、

地産地消を基本とした持続的農業の推進や都市農業に対する市民意識の向上の観点を踏

まえつつ、担い手への支援や新規就農者の育成、確保に加え、企業や市民の農業参入な

ど多様な担い手の確保や、女性農業者や高齢農業者が活躍できる環境づくりを促進する

ことにより生産現場の喫緊の課題に積極的に対応するとともに、農地のもつ多面的な機

能を最大限に発揮できるよう、地域の実状に応じた農地の保全と活用を重要な視点とし

て、さっぽろの農業を持続的に発展させていきます。 

 

 

「第２次さっぽろ都市農業ビジョン」実現に向けた施策の展開 

取組の指針 主な施策 

多様な農業の担い手の育成 

・確保 

○中核的な担い手のさらなる経営の安定強化 

○小規模経営農業者の持続的営農の確保 

○新規就農者の育成・確保 

○多様な担い手の農業参入の促進 

○女性農業者や高齢農業者が活躍できる環境づくり 

農地の保全と活用 

○農地の利用集積、集約の促進 

○遊休農地の利活用の促進 

○市街化区域内及び周辺農地の活用 

農業経営の安定強化     

（生産力と販売の強化） 

○特色ある農産物の生産振興 

○安全・安心向上の取り組みや環境保全型農業の推進 

○地産地消による流通拡大支援 

地区ごとの農業の個性を 

生かした多様な取組の推進 
○地域の特性を生かした農業の推進 

市民の農業に対する理解促進 

○市民の農的体験活動の推進 

○市民と農業者の交流機会の創出 

○農業者、関係機関、消費者の相互理解の促進 
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３ 主な施策や制度について  

 

（１）多様な農業の担い手の育成・確保  

① 地域計画       農業支援課 Tel．211-2416 

 

農業の将来の在り方や目指すべき将来の農地の利用を明らかにしていくため、市内

５つの地区で「地域計画」を定めています。農地の現況や担い手の確保状況等をもと

に農業者や農業関係者で話し合いを行い、定期的に見直しを行っています。 

 

② 農業担い手育成・支援事業    農業支援課 Tel．211-2416 

 

札幌の農業を支える担い手に対し、各種補助制度や研修機会等の活用を通じて経営

の改善を図り、生産環境を維持します。 

○ 新規就農者育成総合対策（経営発展支援事業、経営開始資金）・・Ｐ26、27 

○ 札幌市新規就農支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ32 

 
③ 認定･登録制度      農業支援課 Tel．211-2416    

 

 

 

  

中核農家登録制度 

経営に意欲的な農業者を中核農家として登録し、種々の事業を優先的に実施し

て、地域農業の担い手を育成するために創設した札幌市独自の制度です。申請

書を提出していただき、札幌市から登録を受けた農業者を「中核農家」といい

ます。 

対象者 

・札幌市内において農業を営み、又は営もうとする個人又は農地所有

適格法人 

・農業経営に意欲を持ち、経営改善に積極的な農家で地域農業の担い

手となることが期待できる者 

主な支援 
借り手奨励金の交付 

条件により「農地流動化奨励金」（Ｐ25）が受けられます。 
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認定新規就農者制度 

農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が作

成した「青年等就農計画」を札幌市に提出し、その計画の認定を受けた者を「認

定新規就農者」と言います。 

対象者 

札幌市内において新たに農業経営を営もうとする青年等（※） 
※ 青年（原則 18 歳以上 45 歳未満。ただし、やむを得ない事情があると市長

が認める場合は50歳未満。）、知識・技術を有する者（65歳未満）、またこ

れらの者であって農業に従事する者が役員の過半を占める法人。 

農業経営を開始してから５年以内の者。ただし、認定農業者を除く。 

要 件 

・青年等就農計画が札幌市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基

本的な構想」（※）に照らし適切なものであること 

・青年等就農計画が確実に達成される見込みであること 

※ 基本構想の経営目標水準： 

(1) 青年等就農計画の目標年（経営開始後５年後）の農業所得が、主たる従

事者１人当たり、概ね 240 万円となること（農外からの就農者や農家子弟

のうち親から独立した経営を開始する者に限る） 

(2) 青年等就農計画の目標年（経営開始後５年後）の年間労働時間が主たる

従事者１人当たり、1,800～2,000 時間程度となることなど 

主な支援 

・新規就農者育成総合対策（経営発展支援事業、経営開始資金）（Ｐ

26、27） 

機械・施設の導入等に係る経費を対象とした補助金や、就農直後

の経営確立に資する資金の交付を受けることができます。 

・青年等就農資金の借入（Ｐ35） 

経営改善資金計画書等の審査の結果により、無利子の融資が受け

られます。 

・借り手奨励金の交付 

条件により「農地流動化奨励金」（Ｐ25）が受けられます。 

・農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく所有権移転（Ｐ16） 

 地域計画の農業を担う者に位置づけられた認定新規就農者は、条

件により農地の買い手になることができます。 
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④ 農地所有適格法人                   農業委員会担当課 Tel．211-3636 

  

農地法に基づき、農地や採草放牧地の所有権等を取得して農業経営を行うことがで

きる法人です。 

農業とその関連事業が３か年で売上高の過半を占めること（「事業要件」という。）

などの要件を満たす必要があります。 

詳細は、農業委員会にご相談ください。 

 

 

⑤ 市民農業講座「さっぽろ農学校（入門・専修コース）」 農政課 Tel．211-2406 

   

市民を対象に、農業に関する知識や栽培技術の習得を通じて、市民の農的活動の推

進及び新たな農業の担い手と農業応援団の育成を目的とした市民農業講座「さっぽろ

農学校」をさとらんどにて開講しています。Ｕターン後継者など農家の子弟も受講す

ることができます。 

受講生の募集等については、さとらんどホームページ等でお知らせします。 

 

 

 

認定農業者制度 

農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改

善するために作成した「農業経営改善計画」（５年後の経営目標）を札幌市に提

出し、その計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と言います。 

対象者 札幌市内において農業経営を営み、又は営もうとする個人又は法人 

要 件 

・農業経営改善計画が札幌市の「農業経営基盤の強化の促進に関する

基本的な構想」（※）に照らし適切なものであること 

・農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること 

・農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために

適切なものであること 
※ 基本構想の経営目標水準： 

(1) 経営改善計画の目標年（５年後）の農業所得が、主たる従事者１人当た

り、概ね 480 万円となること 

(2) 経営改善計画の目標年（５年後）の年間労働時間が主たる従事者１人当

たり、1,800～2,000 時間程度となることなど 

主な支援 

・経営の改善・安定に必要な資金の確保、機械・施設の導入、規模の

拡大などを支援します。（Ｐ28～31、Ｐ33～37） 

・農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく所有権移転（Ｐ16） 

  地域計画の農業を担う者に位置づけられた認定農業者は、条件に

より農地の買い手になることができます。 

・借り手奨励金の交付 

条件により「農地流動化奨励金」（Ｐ25）が受けられます。 
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コ ー ス 内  容 

 入門コース 

市民農園や家庭菜園の利

用を指向する市民を対象に

さとらんど指定管理者が開

催 

令和６年度実績 

受講生：年間受講生延べ 917 名（受講者数 70 名） 

当日受付は実施なし 

期間：令和６年４月７日(日)～９月１日(日) 

講座：全 18 日間 講義 36 回 

 専修コース 

市民を対象にした本格的な

野菜等作物栽培や農業の知

識を学べる講義、実習。 

さとらんど指定管理者が開

催 
 

※使用するほ場は、農業支援セ

ンターを使用 

令和６年度実績 

受講生：24 名 

期間：令和６年４月６日(土)～10 月 26 日(土) 

講座：実習 40 回、講義 20 回、 

計 60 回 

実習ほ場：共同ほ場 36.6ａ 

     自主管理ほ場 18.6ａ（24 区画×36 ㎡） 

ビニールハウス ３棟（各 180 ㎡） 

栽培品目：葉茎菜、果菜、根菜等 

 

⑥ 札幌市農体験リーダー制度               農政課 Tel．211-2406 

 

市民に対し農業に関する多様な体験の機会を積極的に提供するとともに、そのよう

な場面において活躍できる人材の育成に取り組んでいます。 

「札幌市農体験リーダー制度」は、一定の農業技術や知識を有した者を「農体験リ

ーダー」として登録し、市内小中学校の農業に関する「総合的な学習の時間」やクラ

ブ活動等に派遣し、農業体験の支援をする制度です。 

登録の要件は、以下の３点をすべて満たした者です。 

・ 市民農業講座「さっぽろ農学校」を修了した者、又は同等の知識技術を有する

と市長が認めた者 

・ 市民の農業体験等の機会で積極的に活動している者、又は活動しようとしてい  

る者 

・ 指導者としてふさわしいと判断できる者 

 

農体験リーダーの登録手続き、派遣調整等はさとらんど指定管理者が行います。 

農体験リーダーは、派遣先の依頼に基づき、野菜の栽培などの農業体験のデモンス

トレーションや指導などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 農体験リーダー 

  

市  内 
小中学校 

等 

農体験リーダー 

派遣依頼 

事業ＰＲ 
申請 

派遣決定 

派遣決定 

農体験の実施 

ボランティア保険 

実施報告 活動費支給 

さっぽろ農学校の 

修了生など 登録 さとらんど 

指定管理者 

 

(札幌市農政課) 
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（２）農地の保全と活用 

 

① 農業振興地域制度と農用地区域           農政課 Tel．211-2406 
    

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」（農振法）に基づき市

町村が農業振興地域整備計画を立て、市街化調整区域における農業施策の展開方向と

その対象農地を明らかにして、計画的に優良農地を保全し、農業振興を図るものです。 

札幌市では、「札幌農業振興地域整備計画」を定めて制度を運用しています。 

 

■区域区分 

効率的な土地利用と都市整備を図るため、都市計画法により市街化区域と市街化調

整区域に分けられています。さらに農振法により農業振興地域や農用地区域などに区

分されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,126ha 

（14,690ha） 

市街化を抑制する区域 
原則として開発行為は禁止 

15,627ha 

総合的に農業振興を図るにふさわしい 
地域として知事が指定したもの 

57,584ha 

（54,542ha） 

25,034ha 
 
市域 

 
都市計画区域 

 都市計画区域外 

 
市街化区域 

 
市街化調整区域 

 農振地域 

 農用地区域 

 農振白地区域  その他の地域 

  

 

 

（令和７年３月末現在） 

32,550ha 

市街地を形成している地域と概ね 10 年 
以内に優先的に市街化を図るべき地域 

（16,923ha） 
※（ ）内の面積は参考値です。 

937ha 

10ha 以上の農地のまとまりのある区

域等、農業政策の重点対象地として市

が位置付けた区域 

農業振興地域

農用地区域

農業上の用途

農用地区域

農 地

森 林

農家住宅

市街化区域

施設用地

農用地区域

農用地区域

農 地

農 地

農 地

農家住宅 施設用地
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■農用地区域とは 

農用地区域は、市がおおむね 10 年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地とし

て設定した区域です。また、農用地区域内にある土地の農業上の用途を区分して定めま

す。 

農用地区域に 

含める土地 

・集団的農用地（10ha 以上） 

・農業生産基盤整備事業の対象地 

・土地改良施設用地 

・農業用施設用地 

・その他農業振興を図るため必要な土地 

農用地区域に 

含めない土地等 

・地域整備に関する各法律の定める計画の用途に供される土

地、公益性が特に高いと認められる事業の用に供される土地 

・前項以外で、除外の必要が生じた場合は、次の要件をすべて

満たすもの 

 ア 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと 

 イ 農用地区域内における「農業経営基盤強化促進法に規定

する地域計画の達成」に支障を及ぼすおそれがないこと 

※市が地域計画を策定するまでは要件に該当しない 

ウ 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用

に支障を及ぼすおそれがないこと 

 エ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利

用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと 

オ 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機

能に支障を及ぼすおそれがないこと 

 カ 農業基盤整備事業完了後８年を経過しているものである

こと 

なお、農用地等を農用地区域から除外する場合は、農用地

利用計画の変更手続きが必要となります。 

優遇措置 

・国や北海道のほか、市独自の補助事業を受けることができま

す（札幌市農業経営安定強化事業（Ｐ33）、札幌市農地流動

化奨励金制度（Ｐ25）など）。 

・税制上の優遇措置があります（所得税、不動産取得税等の控

除など）。 

開発行為の制限 
・農用地区域内で宅地造成等土地の形質変更や建築物の新築等

の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要とな

ります。 

 

 

② 農地法の仕組み               農業委員会担当課 Tel．211-3636   

 

食料自給率の低い我が国において、農地は非常に大切なものであるため、将来に

向かって優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正に農地

を保全していかなければなりません。 

農地法における許可制度は、優良な農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的

としており、その適切な実施により、農業政策の円滑な推進及び農地の乱開発や遊

休化の防止などを図るものです。 
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■許可(届出)手続き 

 

農地法 許可が必要な場合 申請者 許可・届出 
申請・ 

相談窓口 

第３条 
農地を農地として売買・

貸借等をする場合 

売主（貸主）

と 

買主（借主） 

許可 

農業委員会 

第３条の３ 
農地を相続等により取得

した場合 
土地取得者 届出 

第４条 
農地を土地所有者自らが

農地以外のものに転用す

る場合 

土地所有者 
・市街化調整区域内

農地の場合は許可 
※下表転用許可基準参照 

・市街化区域内農地

の場合は届出 
第５条 

農地を農地以外のものに

転用する目的で売買・貸

借等をする場合 

売主（貸主）

と 

買主（借主） 

第 18 条 
農地の賃貸借の解約等を

する場合 

解約を 

申し出る者 

許可 
※同条６項の規定によ

るものを除く 

 

 

■転用許可基準（市街化調整区域内農地） 

 

農地区分 条        件 許  可  基  準 

農用地 

区域内農地 

市町村が定める農業振興地域整備

計画において農用地区域に指定さ

れた区域内の農地 

原則として不許可 

ただし、農用地利用計画に適合する農業

用施設を建設する場合等は許可 

甲種農地 

農業公共投資の対象となった農地

（８年以内）や集団農地でかつ高

性能農業機械による営農に適した

農地 

原則として不許可 

ただし、公益性の高い事業の用に供する

場合等は許可（第１種農地より限定され

ている） 

第１種農地 
農業公共投資の対象となった農地

や集団農地（10ha 以上） 

原則として不許可 

ただし、公益性の高い事業の用に供する

場合等は許可 

第２種農地 

近い将来、市街地として発展する

環境にある農地や農業公共投資の

対象となっていない小集団（10ha

未満）の農地 

周辺の他の土地に立地することが困難な

場合や公益性の高い事業の用に供する場

合等は許可 

第３種農地 
都市的施設の整備された区域内の

農地や市街地内の農地 
原則として許可 

 

 

 

■許可申請・届出手続きの流れ 

 

(a) ３条許可（農業委員会許可） 

 

 総会審議 許可指令書交付 申請 
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(b) ４・５条許可（知事許可）  

 

   

 

 

 

 

(c) ３条の３届出   

 

 

 

 

(d) ４・５条届出   

 

 

 

 

■農地の改良等 

 

農地の生産性向上のために客土・農地改良等を行う際には、事前に届出が必要で

す。 

また、内容によっては、一時転用許可が必要になる場合があります。 

 

 

■現況証明書の交付 

 

  申請により、その土地の現況が農地であるか非農地であるかを証明するもので、

主に地目変更登記をする際の資料として使われています。 

・申請手数料 １筆 2,100 円 

・添付書類  登記事項証明書（全部事項証明書）、土地の位置図、地積測量図等 

・交付までの流れ 

 

 

 
 

 

 

 

 

※ 申請地が違反転用地等の場合は、証明書を交付しないことがあります。 

 

 

■農地法の違反 

 

農業委員会では、農地の無断転用等を未然に防止するため、地域における農地パ

トロールや農地転用許可制度等の広報活動を実施しています。 

申請 総会審議 意見書を付して知事へ送付 (農業会議の意見聴取) 

知事による審査・許可 農業委員会へ許可通知 許可指令書交付 

届出 審査 受理通知書交付 

届出 審査 受理通知書交付 

 

申請 

調査 

調査 

証明書交付 

（総会審議） 証明書交付 

（上記以外の土地） 

（市街化区域内の土地等） 
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許可を受けずに転用した場合は、農地法に違反することになり、北海道知事によ

る工事の中止や原状回復等の勧告・命令がなされる場合があります。 

また、３年以下の懲役や300万円（法人は１億円）以下の罰金といった罰則の規定

もあります。 

 

 

■利用状況調査と利用意向調査 

 

農業委員会では、遊休農地の把握と発生の防止等のために、農業委員と農地利用最

適化推進委員が協力して、農地法の規定に基づいた利用状況調査を実施しています。

利用状況調査で把握した遊休農地の所有者等に対して、農地の利用意向調査を実施し、

遊休農地の有効活用に努めています。 

 

③ 農地の活用事業                 農政課・農業委員会担当課 

 

(a) 「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく利用権設定 
                                          農業委員会担当課 Tel．211-3636 

法改正により、従来の農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等（農用地利

用集積計画）が廃止となり、令和７年４月以降の利用権設定等は、原則として、農

地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農地中間管理機構が策定する「農用地

地用集積等促進計画」により、農地中間管理機構を経由して行われています。 

農地中間管理機構は、都道府県から指定を受けて担い手への農地の集積・集約を

進めるための中間的受け皿となる公的機関で、北海道では「公益財団法人北海道農

業公社」が指定を受けています。 

札幌市は、農地中間管理機構に協力し、農地中間管理事業の一部（相談等の窓口

業務や貸し手・借り手との調整等）を実施しています。 

対象となる土地 
原則として、市街化調整区域内（地域計画区域内）の農地 

※売買の場合、農用地区域内農地で、１ヘクタール以上の団地を形成する必要があり

ます。 

権利の種類 利用権（賃借権、使用貸借権等）及び所有権 

貸借の期間 

原則として 10 年以上 

貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。 

再設定も可能です。 

賃借料 

賃借料情報を参考に、原則として、出し手、借り手等の話し合いで決

めます。 

なお、支払いは農地中間管理機構を経由して行います。 

手数料 

貸借については、当面はかかりません。 

売買については、出し手は売買価格の２％、受け手は売買価格の１％

がかかります。 

借り手の要件 

・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること 

・借りた農地の全てを効率的に利用すること、農作業に常時従事する

こと 
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買い手の要件 

・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられた認定農業者、認

定新規就農者などであること 

・取得する農地の全てを効率的に利用すること、農作業に常時従事す

ること 

注意事項 
経営移譲年金や相続税・贈与税の納税猶予の特例措置に影響がある場

合がありますので、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農地中間管理機構 

(公益財団法人北海道農業公社) 

協力 

市町村・農業委員会・農業協同組合など 

（借り手） （貸し手） 

農

地

を

貸

し

た

い

方 

農

地

を

借

り

た

い

方 
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(b) 民営市民農園整備補助事業                     農政課 Tel．211-2406 

農地の保全・有効利用と、市民のレクリエーションや健康増進の場の提供のた

め、市民農園整備促進法（※）に基づく市民農園の開設を支援し、施設整備に要する

費用の一部補助や市民への広報活動などを行っています。 
※市民農園整備促進法：健康でゆとりある国民生活の確保や良好な都市環境形成などを目的

に、優良な市民農園の整備促進や管理運営のための各種措置を定めた法律です。 

市民農園整備促進法に基づき、以下の方式による市民農園の開設を推進していま

す。 

特定農地貸付方式 農園利用方式 

農地を所有していない方が市民農園の開設

者となって、利用者から賃貸借料を徴収

し、営利目的以外の目的で農作物の栽培の

用に供される農園です。特定農地貸付方式

により開設する場合は、適正かつ円滑な運

営及び安定・継続的な実施の見込みについ

て「特定農地貸付審査会」により審査を行

います。 

農地を所有する方が市民農園の開設者とな

って、利用者から利用料を徴収し、営利目

的以外の目的で農作業の用に供される農園

です。 

 

開  設  者 農地所有者（農家）、企業、ＮＰＯ法人など 

補助対象経費 

・市民農園の必要な施設の整備費(給水施設､駐車場､トイレ､看板

等) 

・「利用のしおり」や「栽培の手引き」などの配布物の印刷費な 

 ど 

補 助 率 ・上記補助対象経費の 1/2 以内（限度額 50 万円） 

開設要件 

・市街化調整区域内で、立地条件、自然条件など利用者が見込ま

れる環境又は周辺地域に支障を及ぼさないことなどを札幌市が

認めた農地 

・乗用車の通行に支障のない公道に接している 

・排水、日照、土壌などが良く、農作物の栽培に適している 

・おおむね5,000㎡（50ａ、約５反）以上の農園面積（ほ場部分） 

を確保 

・給水施設､駐車場、農具庫、トイレ、休憩施設などを設置 

・農園の巡回、栽培指導、清掃、ほ場整備などの維持管理 

・開設期間は５年以上 

・特定農地貸付方式の場合は、札幌市が定めた「貸付規程」「貸

付協定」「賃貸借契約書」に基づく合意・締結 など 

利用者の募集等 

・札幌市のホームページに利用者募集の記事を掲載するなど、広

く市民に広報活動を行います。 

・札幌市と札幌市農業協同組合が、受付、更新事務をお手伝いし

ています。 

・駐車場、農具庫などの附帯施設に供する農地は、農地法に基づ

く転用許可があったものとみなされるため、農地法の転用許可

手続きは不要です。 

開 設 状 況 
(令和６年３月末現在) 

21 カ所（2,556 区画） 
【北区４カ所、東区２カ所、白石区３カ所、厚別区１カ所、清田区４カ所、南区３カ

所、西区１カ所、手稲区４カ所】 
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（３）農業経営の安定強化 

 

① 環境保全型農業の推進              農業支援課 Tel．211-2416 

 

土づくりを基本に、化学肥料低減栽培技術による、持続性の高い農業生産を実践

する生産者の育成・拡大を図ります。 

また、公共事業で発生する有機資源の農業利用を図り、環境保全型農業を推進しま

す。 

環境保全型農業推進事業 

公共事業発生掘削土・枝葉草たい

肥の活用 

公共工事で発生した掘削土及び家庭ごみの枝・

葉・草を原料としたたい肥を農地に施用すること

により、土壌改良を図ります。 

環境保全型農業直接支払交付金

（Ｐ31） 

農業者団体が一定の要件を満たす取組みを行った

場合、交付金による支援をしています。 

 

 

② 土壌診断                       農業支援課 Tel．211-2416 

札幌市内の農業者を対象に、畑の土壌の化学性（栄養の過不足や保肥力の大小等）

を分析し、作物別に適切な施肥設計を行う土壌診断を実施しています。診断希望の

方は、事前に申し込みが必要です。 

なお、受付から診断表の作成までには、通常２～３週間程度かかります。 

 

 

③ 畜産の振興                   農業支援課 Tel．211-2416 

 

■畜産の振興に関する事業 

・共進会等への助成 

市内生産者及び関係団体が参加する各種共進会や、名称に市の名前を冠した競馬

利用対象 札幌市内の農業者 

分析料金 2,100 円／１検体 

診断項目 

・土壌分析 

【一般項目】ｐＨ、ＥＣ、有効態リン酸、塩基（カルシウム、マグ

ネシウム、カリウム、ナトリウム）塩基置換容量 

【微量要素】リン酸吸収係数、熱水抽出窒素、腐食、熱水可溶性ホ

ウ素、易還元性マンガン、可溶性銅及び亜鉛 

【堆肥等有機物】一般項目のほか C/N 比、生水分 

・施肥設計案 

申込先 

札幌市農業協同組合員・・・札幌市農業協同組合経済部営農販売課 

                                 （782-8130） 

その他の生産者・・・札幌市農政部農業支援課農産係 (211-2416) 
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競走等に対し市長賞を贈呈し、畜産の振興活動を推進しています。 

 

■家畜防疫事業 

・検査・巡回指導等 

日本の周辺諸国においては、高病原性鳥インフルエンザやアフリカ豚熱等の海外

悪性伝染病が発生し、国内でも高病原性鳥インフルエンザや豚熱が多発しているこ

とから、畜産農家の日常の家畜飼養における伝染病防疫対策の重要性がますます高

まっています。 

このため、北海道石狩家畜保健衛生所と連携して、家畜伝染病予防法に基づく検

査のほか、巡回指導等の連絡調整や立入同行を行い、農場の防疫体制の確認や各種

伝染病の感染状況等を把握するとともに、衛生管理意識の更なる普及啓発を図って

います。 

・家畜伝染病発生時の防疫業務 

  高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の特定家畜伝染病の発生時には、伝染病の

まん延を防止するため、近隣の市町村及び関係団体と連携して、北海道が実施する

患畜の殺処分や消毒ポイントの設置などの防疫措置を協力して実施します。 

・札幌市家畜防疫組合に対する補助事業 

畜産生産者、札幌市農業協同組合、診療獣医師により組織している札幌市家畜防

疫組合が実施する各種予防接種、病性鑑定、衛生管理意識の普及啓発活動、牛のサ

ルモネラ症対策及び衛生資材の配布等の家畜自衛防疫事業に対し、補助を行ってい

ます。 

また、札幌市家畜防疫組合の事務局を農業支援課に置き、家畜自衛防疫事業の円

滑な推進を図っています。 

 

■畜舎環境改善の推進事業 

・畜舎衛生対策事業 

畜舎等を発生源とする悪臭やハエ等の苦情は、畜舎の市街化区域外への移転や廃

業により減少傾向にあります。 

また、家畜排せつ物による水質や土壌などの環境汚染が問題となったことから、

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、「家畜排

せつ物管理基準」を守ることが定められています。 

札幌市では、北海道（石狩振興局）との連携のもと、たい肥の適正な管理や利用

について、畜産農家への指導・助言を行っています。 

 

 

④ 鳥獣被害防止対策事業              農業支援課 Tel．211-2416 

 

近年、アライグマやエゾシカなどの有害鳥獣の生息数増加や生息エリア拡大によ

り、市内の農作物被害額が急増しており、札幌市では、「札幌市鳥獣被害防止計画」

に基づき、当該計画で定める対象鳥獣（以下「対象鳥獣」という。）による農業被

害の低減に向け、農地への電気柵等の購入補助や捕獲されたアライグマの処分など

の取組を実施しています。 

 

   ■札幌市鳥獣被害防止対策事業（補助制度）・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ37 

  電気柵等の被害防止対策資材に対し、購入額の一部を補助しています。 
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 ■捕獲したアライグマ等の処理事業（委託事業） 

  農地やその周辺で捕獲されたアライグマを適正に処理することにより、農業被

害の低減を図ります。 
 

 ■関係団体との共同事業 

札幌市農業振興協議会鳥獣対策専門部会（構成員：札幌市、札幌市農業協同組

合、北海道猟友会札幌支部）の事業として、協議会員に対する対象鳥獣捕獲用の

わな等の貸出や農林水産省交付金を活用した鳥獣被害防止対策事業を実施してい

ます。 

 

 

（４）地区ごとの農業の個性を生かした多様な取組の推進  

 
① 農業交流関連施設認定制度                    農政課 Tel．211-2406 

 

「さっぽろ農産物の情報発信」、「農業者の経営安定」及び「市民の農業への理解」

を促進するため、農畜産物直売所、加工施設、農家レストラン等の経営計画を当該認

定制度に基づき、農業交流関連施設として認定することで、都市計画法に規定された

市街化調整区域における施設の建築が認められる制度です。 

農業交流関連施設として市の認定を受けた後、各種法令に基づき、開発行為申請

（建築許可申請）→許可→建築確認の手続きが完了すると建築することができます。 

  

認 定 基 準 

事業主体 

事業者は、札幌市市街化調整区域内で、耕作又は養畜の事業を自

ら行う農業者及び法人又は市内で農地を賃貸借している法人、農

業者が組織する任意団体であり、自らが耕作する農地等の面積の

総計が 30a 以上であり、かつ、申請年度の直近２か年の各年の農

畜産物販売金額が 50 万円以上の方に限られます。 

施設の条件 

申請者が自ら耕作する農地と一体であることが条件ですが、農地

が進入路のみで公道に接している場合は、公道沿いの近接する土

地に建築することも可能です。 

施設の用途 

①農畜産物の販売等の用に供する施設（自らが生産する農畜産物

等又は自ら生産する農畜産物等加工品の割合が量的又は金額的

に５割以上占めるものの販売、自らが生産する農畜産物又は当

該農畜産物及び本市域内において生産される農畜産物を原料・

材料として量的又は金額的に５割以上使用する加工品の製造・

加工及び自ら生産する農畜産物等又は自ら生産する農畜産物等

加工品を材料として量的又は金額的に５割以上使用して調理さ

れるもの提供） 

②農業体験等の用に供する施設（自ら生産する農畜産物等の栽培

に係る作業体験又は自ら生産する農畜産物等を用いた加工体験

の提供） 

③上記に付帯し又は別に定める市民農園に必要となるトイレ、物

置、休憩所  
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施設の規模 

１事業者が建築できる施設は、農業交流関連施設全ての合計延床

面積 300 ㎡以下です。また、建築物の高さは、２階建以下かつ 10

ｍ以下とします。 

注意事項 申請内容により、食品衛生法の届出や許可が必要になります。 

開設状況 

(令和７年 

10 月末現在) 

15 カ所  

【北区２カ所、東区１カ所、清田区４カ所、南区６カ所、西区２

カ所】 

 

 

② 里山活性化推進事業                  農政課 Tel．211-2406 

 

森林経営管理法の施行及び森林環境譲与税の創設を契機に、里山の特性を活かした、

森林と農地の一体的な保全・活用策を検討、実施し、地域主体による里山の活性化を

図ります。 

 

札幌市里山魅力アップ支援事業（補助制度）        農政課 Tel.211-2406 

 森林と農地という里山ならではの資源を活用し、「自然と人の共生」、「景観保

全」及び「街と里山のつながり」をキーワードとした地域の魅力や価値の向上につ

ながる地域主体の取組を支援するため、地域の農林業者や住民等を相互につなぎ、

活動をサポートする中間支援団体の取組を応援します。 

支援テーマ 

■農林業の振興 

■地域コミュニティの醸成 

■子どもの自然体験・学習 

事業要件 

事業の目的やテーマに沿った持続可能な中間支援活動で、町内

会を通じて地域との情報共有・意見交換を行い、地域内外の企

業や個人が参加できる体制をとること 

対象者 札幌市内で中間支援活動の実績がある法人又は任意の団体 

補助金額 上限 200 万円（予算の範囲内） 

・中間支援団体に３年計画を提案してもらい、審査委員会で審査します。 

・選ばれた団体は、いろいろな人と連携しながら、地域の魅力と価値の向上に取り

組みます。 

・補助金の事業期間は１年ですが、審査委員会で認められた場合は、翌年度・翌々

年度も補助金を受けることが可能です。（最大３年間の補助事業） 
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（５）市民の農業に対する理解促進 

 

① さっぽろとれたてっこ制度              農政課 Tel．211-2406 

 

ア さっぽろとれたてっこ制度とは 

さっぽろとれたてっこ制度は、札幌の農業者が生産する農産物を対象とした産

地表示制度で、地域ブランドを目指すものです。 

「さっぽろとれたてっこ」のマーク（右図）（以下、「マーク」 

といいます。）の表示を行い、札幌の農産物を広く消費者に知って 

いただき、販売を促進することで、地産地消の拡大につなげます。 

また、「さっぽろとれたてっこ」の生産者は、環境に配慮し、安 

全・安心の向上に努めます（※）。 

※ 取組目標：「３カ年以内ごとの土壌診断」と「生産履歴に基づく、施肥管理と防除管理」 

 

イ さっぽろとれたてっこ制度の実施主体 

札幌市農業振興協議会（以下、「協議会」といいます。）が運営します（Ｐ39

の「札幌市農業振興協議会」参照。）。 
※協議会の構成団体・・・札幌市農業協同組合、サツラク農業協同組合、北海道石狩振興局

石狩農業改良普及センター、公益社団法人札幌消費者協会、札幌市経済観光局農政部 

 

ウ さっぽろとれたてっこ制度の仕組み 

・札幌市内の生産者もしくは札幌市内で農産物を生産している生産者が、申込み

により、マークを表示できます。 

・協議会は、生産者からのマークの表示申込書について、内容を確認し、受理し

ます。 

・マークを表示することで、札幌産農産物のブランド力向上及び消費者の認知度

向上、購買への動機付け、ひいては地産地消意識の向上に繋げます。 

 

エ さっぽろとれたてっこ制度の評価・改善 

制度の運用状況を評価し、取組みを改善していくために、さっぽろとれたて

っこ推進委員会を設置します。 

 

さっぽろとれたてっこ制度の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーク表示・販売 
販売情報 

認知・購入 

札幌市農業振興協議会 

消費者 生産者 

活用等支援 

表示申込 

情報・PR 

意見要望 
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② 札幌市農業体験交流施設（さとらんど）での取組み   農政課 Tel．211-2406  

 

・市民の農的活動を促すための学習や研修のほか、地域の食文化を学ぶ機会を提供

します。 

・「札幌市農業体験交流施設（さとらんど）」を拠点として、農業体験や農業者

との交流など、市民の農業を理解する機会を増やします。 

・イベントなどの催しを通じて、札幌の農業や食への関心を高める取組を進めます。 

    （Ｐ41 参照） 
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